
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※研修方法は集合研修，オンライン研修など多様な方法による活⽤が可能 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●外部の先進企業へ職員を派遣して実施する研修 

●研修に係る経費の３分の２以内を補助（限度額５０万円） 

※補助を受けるためには上記以外の要件がございます。 
くわしくは，下記の企業誘致担当までお気軽にお問い合わせください。 
【⿅児島県庁産業⽴地課】  ０９９－２８６－２９６７ 
【⿅児島県東京事務所】  ０３－５２１２－９０６２ 
【⿅児島県⼤阪事務所】  ０６－６３４１－５６１８ 

ものづくり企業人材育成支援事業補助金 

社員の研修に係る費⽤の⼀部を助成することにより，
限られた⼈材を活⽤した労働⽣産性向上やデジタル
化，カーボンニュートラル等に対応する⼈材の育成の育
成を図ろうとする企業の皆さまを⽀援します。 

 

研修の例 

社員 

派遣 

招へい 

●外部で開催される業界団体等主催の研修 

●専⾨的スキルを有する講師を招へいして実施する研修 

外部講師 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ものづくり企業人材育成支援事業の概要 

 
県内製造業事業者    

 

対象者 

 
対象者がその従業員等を対象に実施する労働⽣産性向上，労働⽣産性の向上やデジタル化，カー
ボンニュートラルに向けた取組の推進に資する⼈材のための研修であって，次の全てに該当するもの。 

・ 事業所に勤務する従業員等が受講する研修であること 
・ 専⾨的な知識及び技術を習得するものであること 
・ 習得した知識及び技術を今後活⽤する計画があること 
・ 事業実施年度の１⽉末までに研修が終了すること 
・ 研修を受講した従業員等から，研修内容の報告（フィードバック）があること 
※研修⽅法は集合研修，オンライン研修など多様な⽅法により活⽤が可能 
 

補助対象事業 

 
補助対象経費の２／３以内 
（対象経費︓旅費（交通費，宿泊費（⾷費を除く）），受講料，教材費，講師謝⾦，講

師旅費，その他必要と認められる経費） 

補助率 

 
１事業所につき５０万円 

補助限度額 

 
【募集⽅法】 
公募により実施（年１０件程度） 
※申請後，県において事業の必要性や実施効果などについて審査を⾏い，採択します。 
 
【募集期間】 
令和５年５⽉８⽇（⽉）〜令和５年 12 ⽉ 1３⽇（⽔） 
※上記期間内は随時募集を⾏いますが，各⽉の⽉末を締切りとし，翌⽉に審査を実施することか

ら，応募状況によって期間内であっても応募を締め切る場合がございます。 

募集方法・期間 


